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社会資本整備審議会産業分科会不動産部会（第３０回） 

平成２９年２月１０日 

 

 

【中田不動産業課長】  皆様、おはようございます。定刻になりましたので、ただいま

から第３０回社会資本整備審議会産業分科会不動産部会を開催させていただきます。 

 本日は、委員の皆様方におかれましては、ご多用のところ、また寒い中ご出席賜りまし

て、まことにありがとうございます。事務局を務めさせていただきます、国土交通省土地・

建設産業局不動産業課長の中田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。座らせ

ていただきまして、進行させていただきます。 

 本日お手元にお配りしております資料につきましては、議事次第に記載のとおりでござ

います。ご確認をお願いいたします。資料の不足等ございましたら、議事の途中でも結構

でございますので、事務局にお申しつけいただければと存じます。また、審議の中でご発

言をいただく際には、目の前にございますマイクの紫色のボタンを押していただきまして、

ご発言の終了時には再度紫色のボタンを押していただきますようにお願いいたします。 

 本日ご出席の委員は、お手元の座席表のとおりとなっております。浅見委員、中川委員

は、所用のためご欠席というご連絡をいただいております。委員１６名のうち、１４名の

皆様にご出席いただいており、総数の３分の１以上に達しておりますので、不動産部会が

成立しておりますことをご報告いたします。 

 それでは、以降は中田部会長に進行をお願いしたいと存じます。部会長、どうぞよろし

くお願いいたします。 

【中田部会長】  おはようございます。それでは、不動産部会のご審議をお願いしたい

と思いますが、議事に入ります前に１つご報告がございます。 

 昨年３回にわたり審議を行いました改正宅地建物取引業法の関係につきましては、委員

の意見をもとに不動産部会としての取りまとめを行い、前回の部会後に公表しております。 

 以上ご報告いたしますとともに、国土交通省におかれましては、この取りまとめを踏ま

えて、施行に向けた対応を図るようお願いいたします。 

 さて、今回の不動産部会からは、現下の不動産行政を取り巻く諸課題について検討を行

ってまいります。本日は、そのうち空き家等への対応の第１回目になります。 

 まず、事務局より空き家等の現状、空き家対策に係る主な取り組みについて説明をお願
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いいたします。 

【中田不動産業課長】  それでは、事務局から資料１に基づきましてご説明申し上げま

す。それでは、カメラ撮りはここまでとさせていただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

 お手元の資料１－１、資料１－２とあります。冒頭、国土交通省から、空き家等の現状

についてのデータの話、それから来年度予算案等で国土交通省が取り組んでおります施策

につきまして、簡単にご報告申し上げたいと存じます。 

 資料１－１を、お開きいただきまして１ページ目でございます。まず空き家数の推移と

種類別内訳でございます。皆様よくお耳にされるかと思いますが、２０１３年、総数でい

うと８２０万戸が空き家となり、この２０年間で１.８倍に増えてきたということで、特に

１ページ右手の円グラフございます。賃貸用の住宅、あるいは二次的住宅、二次的という

のは別荘のことでございますけれども、それらを除いたその他住宅、いわゆる一戸建ての

普通の家の空き家といったところになるかと思いますが、この辺が急激に伸びてきている

というようなことでございます。 

 ２ページ目をお開きいただけましたらと思います。このその他空き家、いわゆる住まわ

れている持ち家住宅などの空き家が増えてきているのですけれども、このその他空き家の

割合は全国平均では５.３％となっています。特に鹿児島県、高知県、和歌山県で１０％を

超えるという状況でございます。これは賃貸空き家を入れますと、少し状況は各県別には

異なってまいります。賃貸空き家を入れますと平均で１３.５％という空き家率なのですけ

れども、第１位は山梨県で１７.２％となっています。それから四国の４県が続くといった

ような状況でございます。いずれにしましても、賃貸空き家もそうですが、特にその他空

き家と言われる普通の家の空き家が非常に増えてきているという状況でございます。 

 ３ページをごらんいただければと思います。これは活用可能な空き家数の推計というこ

とで、あくまでも仮定を置いた中での数字でございますけれども、駅から１キロ以内で耐

震性などもあって簡易な手入れをすれば利用可能な空き家というのを勘定しますと、全国

で４８万戸となっております。そういうようなものについて、まだ活用の余地はあると思

うのですけれども、活用できないものについては除却ということも考えられるということ

かと思います。 

 それから４ページでございます。空き家の取得原因、どういうことで空き家になるかと

いうのを調べましたところ、相続を原因にしますところが半数以上を占めているというの
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が、４ページ左手上の円グラフでございます。また、その隣の右手の円グラフでは、車や

電車などで１時間を超えるところに空き家の所有者がお住まいだというのが４分の１を占

めるということになっています。下半分に、空き家にしておく理由とあります。いろいろ

な理由がございますけれども、例えば「特に困っていないから」というのが３７.７％とい

うことで、もう少し活用の余地があるのではないかというようなところは見てとれるかと

思います。 

 ５ページでございます。空き家が除却された場合には、空き地になっていくのですけれ

ども、空き地に関するデータを少しご紹介申し上げます。５ページ右手上でございますが、

全国の空き地面積、空き地率とあります。赤い折れ線グラフがございますが、２０１３年

の空き地率が８.２％ということで、近年、空き地というのが増えてきている状況でござい

ます。５ページ下半分に絵がございますけれども、町の中においても低・未利用地、空き

地みたいなところは分散化して増えてきているというのが実態かと思います。 

 ６ページ、世帯の所有する空き地の取得原因等でございます。この空き地につきまして

も、やはり相続、あるいは贈与等で取得といったところが非常に大きく伸びているという

ことが、６ページ右手上の表に赤で囲っている部分で見てとれるかと存じます。 

 また、７ページには管理不全な空き家等によるデメリットということで、防災性の低下、

防犯性の話、もろもろございます。世情言われているところを簡単にご紹介したものでご

ざいます。 

 以上、空き家につきましてはこういった形で、社会あるいは経済的に我が国の大きな課

題になっているということで、この不動産部会において、委員の皆様にも様々な観点から

お取り上げいただいてご指導ご意見賜りたいということで、本日課題を設定させていただ

きました。 

 それでは、資料１－２をごらん賜ればと思います。資料１－２は国土交通省のほうで、

主に空き家を念頭に置いて取り組んでいる施策などについて整理をさせていただいたもの

でございます。来年度平成２９年度予算案として今計上しているもの、あるいは今後、本

通常国会での法改正提出予定法案として予定しているものを含んでおりますけれども、一

覧で１ページ目を見ていただければと思います。 

 １ページ目の、一番上のほうに青い矢印で１周しているところがございます。流通のマ

ーケットを想定して書いたものが青い線でございます。左上のほうから申しますと、居住

の家を適切な維持管理・リフォームを行いながら、売買・賃貸の流通に乗せていくという
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流れです。その過程で、例えば住宅ローン、フラット３５などの取得支援、あるいは宅地

建物取引業法の改正をさせていただきましたけれども、インスペクションの活用で、安心

な取引ができる環境にしていく。居住を続けながら、その過程でまた維持管理をきちんと

やっていただくといったところが、通常のサイクルになるかと思います。 

 １ページの左で居住から点々と矢印が結んでありますけれども、相続・転居等で空き家

となる流れを表しています。いわゆる空き家という状態になってから、どういうような形

で、まず通常の流通のサイクルに戻していくのか、あるいは利活用が見込めないものにつ

いてどうやっていくのかというのを整理させていただきました。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとありま

すが、各四角の中でそれぞれページ数を打っておりますけれども、そのページ数は後ろの

ほうにより詳しく内容を表示させていただいているというものでございます。 

 まず左手ごらんいただきますれば、Ａのところでございます。「市町村による計画的な取

組」とありますが、後ろの２ページ目を見ていただきますればと思います。平成２７年、

一昨年の５月に空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家対策特別措置法が全

面施行されて、行政単位としては市町村が主体となってきますけれども、行政としても積

極的に空き家対策に取り組むという枠組みができました。その中で、現在市町村による空

家等対策計画の策定は、平成２８年１０月時点で１０７市区町村、今の時点でも３００ほ

どの市町村が取り組みを進めているということで、行政自治体においても重要な課題と考

えて取り組みを進めているという状況でございます。 

 ２ページの上半分の空家対策特別措置法の赤字になりますが、実は管理不十分で危険な

空き家を特定空家に認定しますけれども、これを除却したものについての措置が書いてご

ざいます。昨年１０月時点で勧告１３７件、命令７件、代執行２２件といったようなとこ

ろで、徐々にですが進んできているというところでございます。ただ、こういう代執行ま

でしながら、所有者あるいは相続された方が結構いらっしゃって、行政が立て替え払いし

たまま、なかなかそこの資金回収ができないといったような悩みも聞こえてきているよう

な状況でございます。 

 それで、１ページに戻っていただきまして、Ａのところです。まずは空家対策特別措置

法に基づく措置をやるのですけれども、Ｂのところで空き家の発生防止ということで、税

制上の特例措置を講じております。３年以内に相続により生じました古い空き住宅、ある

いはその除却後の敷地を３年以内に譲渡したら、譲渡所得から３,０００万円の特別控除を

行うという制度が、税制上の特例措置としてあります。それが空家対策特別措置法とセッ
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トで動いているということで、そういう取り組みから始めたというところでございます。

その上のＣのところ、今問題になっております１つに、所有者情報をどう活用していくの

かという話があります。 

 ３ページをごらんいただければと思います。少し字が細かいのですけれども、実は今、

京都市で様々な取り組みを進めております。３ページの下半分になります。空き家をどう

していくかというためには、まず所有者をはっきりさせる。そしてその空き家の流通に当

たっては、宅地建物取引業者の皆様と協力しながら進めていくことになるのですけれども、

京都市では今、空き家の活用の重点地区を設定して、その所有者情報を、税務当局とまち

づくり部局とが連携しながら、所有者の同意をいただいて、現在登録されている宅地建物

取引士が３０３名ほどいらっしゃいますが、取り次いで、流通を図るようにということを

やってございます。空き家の所有者情報をどういうように把握して、業界の皆様と連携し

ながらどう進めていくのかということは全国的にも大きな課題になっております。これは

国土交通省住宅局が担当してございますけれども、今年度、こういう京都市の取り組みを

もとにしながら、試行的にガイドラインみたいなものをつくり、来年度全国的にもう少し

モデルを広げて、各自治体で活用できるような枠組みをつくっていこうという取り組みを

しております。 

 空き家の所有者情報をどうやっていくのかというのは大きな課題でありまして、１ペー

ジ、Ｃのところで掲げておりますが、取り組みを今、予算案として要求させていただいて

いるという状況でございます。 

 それから１ページでいうＤでございます。空き家というものをマッチング、あるいは仲

介機能を強化することで、通常のマーケットサイクルに戻していくという取り組みをやっ

ております。４ページをごらんいただければと思います。 

 ４ページでは２つ書いてございます。１つは、本日上田市長もいらっしゃって、後ほど

自治体の取り組み、ご紹介があると思いますけれども、全国的には自治体の７割近い市町

村で、空き家バンクなるものをつくられているというデータがございます。それぞれの自

治体で載せている項目、外観、あるいはその間取りとか、いろいろな項目があるのですけ

れども、それがばらばらであったり、特にＰＤＦでくっつけているというだけだと、なか

なか検索できなかったりということで、使い勝手が、もう少しよくならないかという声を

お聞きしております。国のほうでは、全国的に、どこからでも検索できて必要なところで

情報として探し出せる仕組みをつくらさせていただこうと考えておりまして次年度予算に
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計上して取り組みを進めようとしております。 

 また、その４ページ下半分にございます、地域の空き家等の流通モデルの構築とありま

すが、今自治体の皆様と、例えば宅地建物取引業界の皆様、支部のほうも含めまして、様々

な取り組みをされております。現地調査その他でかなり経費を要するのですけれども、そ

ういったところについて、地域の活動に対して私ども活動支援という枠組みで、様々な全

国のモデル的な取り組みを後押しするという補助予算を計上しているところでございます。 

 こういった仲介・マッチング機能の強化とあわせまして、１ページですとＥになります。

再生・リノベーションということで、これにつきましては、前回、ご説明申し上げました。

例えば５ページになります。不動産特定共同事業法の改正ということで、小口の投資資金

を集めまして、空き家とか空き店舗を再生して、賃貸や売買に回す。こういった投資をで

きる制度を、規制緩和などを行っていくということに取り組みます。 

 そういうことで、通常のマーケットに空き家を戻していくというのとあわせまして、１

ページですとＦの欄になります。通常のマーケット利用がなかなか困難なものについては

地域での活用ということで、市町村、あるいはＮＰＯも含めまして、公共的な利活用に資

するような一定の改修などについて補助を行うという取り組みを進めさせていただいてい

ます。 

 また、７ページにおつけいたしましたが、来年度の制度改正で予定しておりますけれど

も、住宅セーフティネット法ということで、高齢者や子育て家庭などの住宅確保要配慮者

の入居を拒まない住宅というようなことで、空き家なども活用し、改修してご支援を申し

上げるというような制度改正なども予定しているところでございます。 

 １ページ左手、Ｇのところになりますが、最終的に利活用が見込めない空き家につきま

しては除却ということで、空家対策特別措置法を活用した除却、あるいは地域的に、除却

も含めて地域的な活用をする事業に対する予算的な支援ということで対応を予定してござ

います。 

 ほかにも既存住宅流通のための様々な施策がありますけれども、今国のほうで空き家と

いうのをまず念頭に置きながら、対策として循環を描いたものとしてはこういった形にな

るというところで、ご紹介申し上げました。 

 国土交通省のほうからは、以上でございます。 

【中田部会長】  ありがとうございました。まとまった審議の時間は、この後の地方自

治体、ＮＰＯにおける取り組み事例のご説明の後に設けておりますけれども、今のご説明
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について、この場でご質問などございましたらお願いいたします。 

 齊藤委員。 

【齊藤委員】  ありがとうございます。１点だけ、教えていただきたいのですが、不動

産部会で考えていくときの空き家というのは、どういうものを対象に考えていくのでしょ

うか。空家対策特別措置法で限定された空き家だけではなくて、もう少し広い意味の空き

家であるのか、民間賃貸住宅や、区分所有のマンションは、空家対策特別措置法の中に入

っていませんが、そういったものも含めて、空き家として今後考えていくのかということ

を教えていただきたい。 

 それから先ほど資料でもありましたけれども、空き家にしておく理由としては、物置と

して必要だからとうことが多いとなっています。「必要だ」と言われると純粋の空き家では

ない。年に一、二回使っているような空き家もあって、空き家を今後、この場でどういう

ものを対象に考えていけばよいのかということを教えていただければと思います。 

【中田不動産業課長】  私どもが考えてございますのは、空き家という、そもそも定義

がなかなか難しいところがございますけれども、空き家になるのをまず防止するというこ

とも含めますと、本当にぼろぼろになった、そういうものだけでなくて、今の流通の枠組

みの中で、そういう空き家にならないようにする施策も含めて、広い意味でこの不動産部

会でご議論を賜ればと考えております。 

【齊藤委員】  わかりました。ありがとうございます。 

【中田部会長】  ほかにございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。また後ほどご意見、ご質問をいただきたいと存じます。 

 それでは続きまして、空き家等への対応に関して、実際に実務に携わっておられます方々

から、取り組み状況や課題認識についてお話をいただこうと思います。本日は上田市の母

袋市長、ＮＰＯ法人空家・空地管理センターの上田事務局長をお招きいたしました。 

 まず、上田市の母袋様より、地方自治体に置ける取り組みについてご説明をお願いいた

します。よろしくお願いします。 

【母袋市長】  皆さん、おはようございます。上田市長の母袋でございます。今日は「上

田市の空き家等に関する取組と課題」ということで、事例紹介ということで仰せつかりま

して、光栄に存じております。そこでお手元にお配りしてある今回の資料でございますが、

実はこちらは先月２３日に国土交通省で開催されました「空き地等の新たな活用に関する

検討会」で事例発表したものとほぼ同じでございまして、今日は時間の関係もございます
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ので、割愛をさせていただきながら、早口で話させていただくことになろうかと思います。

ご了承をいただきたいと思います。 

 まず２、３ページ、ごらんいただければと思います。 

 常套的に上田市の概要ＰＲを、若干させていただきます。 

 ４、５ページをお願いいたします。 

 まず、上田市のロケーションでございますが、長野県の東部に位置しておりまして、交

通の要衝でもございます。北陸新幹線、また上信越自動車道等によって、首都圏あるいは

北陸方面からのアクセスがよい。新幹線でいいますと、東京・金沢のちょうど時間的中間

点が上田だというご認識でいただければと思います。東京からおおむね１時間３０分でご

ざいます。 

 上田市は南北に長いところでございますが、平成１８年、１１年前に旧４市町村の合併

によって誕生いたしました。北はラグビー合宿として、あるいはスポーツの聖地として有

名な菅平高原、南は雄大な美ヶ原高原、２,０００メートル級の山々に囲まれております。

そのど真ん中に千曲川が悠然と流れる。そして上田城の城下町を中心とした都市でもござ

います。内陸ということでございまして、全国でも有数の少雨地帯、また晴天率を誇って

おりまして、そのために肥沃な大地、また自然、そういったものに育まれた農産物にも恵

まれております。また、名所旧跡、歴史のある中での温泉、そういった地域資源も多くご

ざいます。晴天率が高いということで、昔からフィルムコミッションなども盛んでござい

まして、大御所と言われた映画監督の多くの方にロケ地として選定をしていただき、ロケ

が挙行されております。屋根のないスタジオと我々は呼んでおります。 

 ６、７ページをお願いいたします。 

 ここは人口について言及させていただきます。上田市の人口は、合併したことによって

県内で、長野市、松本市に次ぐ３番目の都市ということでございます。平成１４年に人口

減少に転じて以降、平成２１年には１６万人を残念ながら下回ってまいりまして、この予

想でいきますと、平成３２年ごろには１５万人を下回る予想ということでございます。一

方で高齢化率も大変高くなってまいりました。昨年ベースで２９.９％。県内１９市平均が

２９.８％ですから、ほぼ同じでございまして、来年には確実に３０％を超えてきそうだと

いうことでございます。 

 次に人口動態の推移を若干申し上げます。当然皆さんご案内のとおり自然動態と社会動

態とあるわけでございますが、この自然動態については、やはり高齢化の影響で亡くなる
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方が多い。ここ数年はマイナス６００人程度になっております。一方で社会動態でござい

ますけれども、大変ありがたいことに、平成２３年以降プラスに転じておりまして、右肩

上がりという傾向を示してきております。ここ４年間においても、県内で一番の数字とな

っております。昨年の数字でいうと、先般新聞でも公表されましたが、プラス５４２人と、

転入増ということでございます。一方で在住外国人も、工業都市ということもございまし

て、一時のピークより半減はしておりますが、３,４００人ほど住んでおられて、定住化が

進んでいるのが実態でございます。こういった皆さんの出入りの影響もございますけれど

も、ここ数年、やはり、法人、外国人問わず、移住政策に力を入れていることが、社会動

態数の増加につながっているものと考えております。 

 ８、９ページをお願いいたします。 

 昨年は何といっても「真田丸」の舞台ということで、脚光を浴びてありがたかったとこ

ろでございまして、一言でいうと真田氏人気はまさに恐るべしということでございます。

ちょうど左側には２年前にオープンいたしました交流文化施設における「真田丸」第１回

目のパブリックビューイングの様子、右手には「真田丸」ドラマ館の、空き家同然的な旧

市民会館を活用した過去最大規模のドラマ館ということで１０３万人余のお客様にお越し

いただきました。 

 その大河ドラマの効果は、様々ございますけれども、観光客が示してくれた数字が一番

わかりやすい数字だと思っております。にぎわいは中心市街地にも及びまして、中心市街

地の歩行者数は例年の１.５倍、大河ドラマ館の入館者数は、先ほど言った１０３万人余と

いうことで、圧倒的過去最高を記録することができまして、経済効果等、波及効果はすご

いものがあったと思っております。今後の課題は、これを一過性にすることなく、いかに

これらの知名度向上も含めて、頑張って努力していくかということでございます。民間、

市民との協力が必要でございます。 

 以上、上田の概要ＰＲでございました。 

 次に、１０、１１ページに、上田市の空き家等に関する今までの取り組みを紹介させて

いただきますが、事例は上田駅周辺の中心市街地に位置しているということの中でお話を

させていただきたいと思います。 

 中心市街地の様子は１１ページにございますけれども、上田中心市街地は上田城の城下

町として、また、北国街道の宿場町として、ともに繁栄してきたところでございます。上

田駅は写真右下に位置しております。そこに東西方向、右左で青線で示した北陸新幹線が
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接続しておりまして、ちょうどそのすぐ南に千曲川、そしてその北側には河岸段丘によっ

て形成された、高低差約１０メートルの崖に挟まれておりまして、その河岸段丘の上段に

古くからの城下町であった中心市街地が、城跡公園や、上田市役所等がある位置でござい

ます。 

 １２、１３ページをお願いいたします。 

 ここには５つの事例を紹介してございますが、今日はこの中から空き家と空き地、空き

店舗についての３事例をご紹介させていただきます。 

 １６、１７ページをお願いいたします。 

 まず、旧北国街道沿いにある柳町という通りでございます。ここの地図は平成１５年当

時のものでございまして、本地区の衰退を懸念した地元の皆さんからの意見をまとめた地

区の現状と当時の課題を記載しております。赤丸印が空き家で６軒、当時ございまして、

この道の長さはおおむね２２０メートルでございます。そういう中で、当時、市と地元ま

ちづくり協議会による１２回にわたるワークショップが開かれまして、地区整備構想をま

とめたところでございます。 

 １８、１９ページをお願いいたします。 

 この写真が現在の様子になります。市の役割として重点的に修景事業、道路の高質化・

石畳化、そして電線の片寄せ、こういったことを行いました。しかし、一番は地域の皆さ

んのやる気があったからこそ進んだ事業だと思っております。今では多くのイベントも開

催され、また多くの観光客もお越しいただく中で、何と２０年ぶりに小中学校のＰＴＡが

復活したということで、地域の皆さんのコミュニティも豊かになってまいりました。これ

が柳町でございます。 

 次に、空き店舗の事例ということで、中心商店街に位置するＨａｎａLａｂ．ＵＮＮＯで

ございます。このＨａｎａLａｂ．は、平成２４年に市内、かつ県下初となるコワーキング

施設ということで市内に誕生いたしました。この運営者は民間事業者の一般社団法人ルー

プサンパチでございまして、今回、３号店ＨａｎａＬａｂ．ＵＮＮＯとして女性の創業、

また就労を支援しようと新たな施設を平成２７年４月に開設し、中心商店街、集客が落ち

込む中で活性化を図るため、空き店舗を活用することといたしました。私はかねがね中心

商店街等とはいえ、単なる物販だけの町では事は成さない。もの、事を成す、そういうこ

とによって何かが新たに生まれる、そういうイメージを描きながら、街なかの再生を図り

たいという思いがございます。しかしながら、現場はやはり市民の皆さんに頑張っていた
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だかなくてはいけないわけでございますので、この事例は、意欲的な若者の存在が成功に

導いたと、このように考えております。 

 ２０、２１ページが、そのＨａｎａLａｂ．ＵＮＮＯの内容でございます。 

 女性、特に子育て中の女性が働きやすい環境を整備したり、子供や女性が商店街を行き

交う環境づくりによって、新たなコミュニティー機能が創出されつつあります。２１ペー

ジには、その写真が載っておりますけれども、左上の写真が解放感あふれる正面の入り口、

右上はコワーキングスペース、そして左下はシェアオフィス、７ブース全て満室でござい

ます。そして右下が親子で楽しめるイベントの、ママルシェと呼んでおるようでございま

すが、このイベントは月に１回、１回やるごとに平均２００人以上の方が参加されるとい

うことでございます。先日地元の商店振興会の方に話をお聞きしましたら、このＨａｎａL

ａｂ．ＵＮＮＯが開設したことによって、２つの新たなことが生じてきた。１つは、以前

に比べてとにかく人が集まるようになったということ。街なかにベビーカーを引いている

ような女性が増えたり、イベント時には全国から人が集まってきている。もう一つは、シ

ャッターが閉まっていた空き店舗に、喫茶店とかイベントスペース、ゲストハウス、また

民間のミニ劇場など、連鎖的にオープンが進んできたということでございます。人が集ま

ることによって新しい風が吹き始め、商店街も少しずつではありますが、変わってきてい

るなと感じます。まさに事を成すエリアになってきたと、このように感じております。 

 ２２、２３ページでございます。 

 もう一つ、事を成す場として市が設けたのが、まちなかキャンパスうえだでございます。

上田市内には４つの大学が存在しておりまして、市の大きな総合計画の柱として、学園の

まちづくりを標榜しております。その一環事業として昨年７月に開設したのが、このまち

なかキャンパスうえだでございました。この場では学びの拠点、連携の拠点、そして交流

の拠点と称しまして、多くの学生、一般人の皆様に集まっていただきたいということで、

ご利用をいただいております。夜の利用者も、最近は増えてまいりました。 

 以上、まちなかキャンパスうえだでございます。 

 その次は一時的な空き地利用ということで挙げさせていただいた真田十勇士ガーデンプ

レイスでございますが、これについては時間の関係で、今回割愛をさせていただきたいと

思います。 

 次に「今後の取組みと課題」ということでお話をさせていただきますが、１つ目に駅周

辺、２つ目に市街地、３つ目に郊外の地域ごとということで説明をいたします。 
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 ２８、２９ページをお願いいたします。 

 駅周辺の課題でございます。上田駅前には大手のスーパーがございましたけれども、平

成２３年に営業を停止いたしました。ＪＴ上田工場跡地のほうにアリオ上田というものが

できて、そちらに移転したということで、この駅前スーパーが閉店となりました。現在空

き地状況になっておりまして、まだ利用目的、利用法がはっきりしない。５年ほどこうい

う状況が続いておる中で、昨年３月に新潟薬科大学上田キャンパスを開設したいという話

が持ち上がりまして、まだ構想段階ではございます。関連団体等の調整や、県、市の負担

のあり方等、まだ課題も多くございますが、何とか実現できればなと、このような思いで

今いるところでございます。 

 次に、２番目として市街地についてでございます。これは上田市の中心市街地活性化基

本計画のテーマで、「４００年の歴史を超えた城下町ルネッサンス」と、少し格好よくつけ

ました。そういう中で計画が第２期目となって今進んでおります。 

 ３０、３１ページをお願いいたします。 

 これは具体的にテナント出店支援とか、優良建築物、そういったものの支援をしている

中心市街地の内容でございます。 

 ３１ページでございますが、中心商店街は全国的にも求心力の低下は否めない現実があ

って、みんなが苦しんでいる内容がございます。私も感じておりますけれども、市街地の

課題ということでここに３点挙げさせていただきました。今日はその中で情報共有の希薄

さということで説明をさせていただきます。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 現況、不動産情報を一元的に把握できている機関がないわけでございまして、所有者と

か事業者は個々、それぞれの動きとなっているわけでございます。個人私有地とはいえ、

中心商店街というのはかなりのお金をつぎ込んでございますので、公共空間といっても過

言ではないと私は思っております。そういう中で、商店街の建物も老朽化してきている現

実、また、旧耐震基準の建物がほとんどであり、したがってスクラップしなければいけな

いという状況になり、土地利用を考えるケースが様々あり、最近増えてきたように感じて

おります。こちらの写真は数年間の間に民間駐車場が連担してしまった事例です、情報の

少なさによって連担してしまったということの写真でございまして、左上の写真、平成２

０年の航空写真でございますが、建物、店舗がまだこの時点ではございました。そして下

の写真に移ると、これは平成２８年の様子ですが、青の敷地が駐車場になりました。そし
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て右の写真が現在の様子でございます。左の赤の部分も民間駐車場に変わったという事例

でございます。これは商店街や近隣者間などとの情報の共有が日常的にもっとされていれ

ば、一体の駐車場になったかもしれない。また、異なる土地利用も図れたかもしれない。

そういう意味合いからすると、何となく同じものが両隣にある、何か味気ないパーキング

で、正直残念に思っております。 

 最後に郊外での取り組みということで申し上げたいと思います。先ほど空家対策特別措

置法による空き家等対策の推進のお話がございました。上田市でも今年度調査を鋭意進め

ております。上田市の場合は住居が７万５,０００棟ございますが、今回の調査で空き家と

思われる数は、現時点、まだ調査中ではございますけれども、約６,９００棟。７万５,０

００棟のうち約６,９００棟、ですから５％は優に超えてしまっているような状況でござい

ます。そのうち数字は確定してまいります。一方で市の管財部門には、「維持管理ができな

い」、あるいは「固定資産税がかかる」といった理由で、空き地や空き家の寄附、この申し

出が多数寄せられつつございまして、大変難儀をしております。とりわけ所有者の現在の

所在地は、県外などの市外の割合が約６割を占めております。寄附申し出があった場合は

関係部署で、すり合わせをしますが、ほとんど引き受けられないというのが実情でござい

ます。 

 ３６ページ、３７ページをお願いいたします。 

 そこで、信州うえだ空き家バンクを設置いたしまして、まだ実質１年の稼動でございま

すけれども、今までに登録件数６９件、一方利用希望者は１４０件という、希望者のほう

が圧倒的に多い状況となっております。そのうち３１件は成約に結びついてまいりました。

先日も銀座で移住相談会を開催いたしましたけれども、上田市内の空き家物件からのライ

ブ中継も行うなど、いろいろと工夫をしながら移住・定住の促進につなげたい、このよう

に考えております。先日も空き地等の新たな活用に関する検討会で、国土交通省のほうか

ら、空き家対策に関する自治体と宅地建物取引業者の連携状況があって、提携協定数は長

野県が一番多いということもお聞きしたものですから、地元の宅地建物取引業協会に話を

聞きました。「提携協定自体はどこもやっていることだが、この資料にあります上田市の体

制システムの仕組みがしっかりしていることから、県内では多くの市町村に活用されてお

り、模範になっている」というお話がございました。 

 その体制システムはこの図になります。ポイントは４点あるということでございます。

１つが立候補制と研修制度による高い意識の醸成、また、そこに書いてあるあと３点ござ
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いまして、これら４つが組み合わせられた運用で功を奏しているというお話がございまし

た。一方で上田市では、公的不動産等の売却にかかわる宅地建物取引業協会との協定を締

結しておりまして、民間のノウハウ、情報を活用しながら、市が抱えている余剰土地・建

物の売却に努めて、今後空き家バンクとの情報連携も図る予定でございます。 

 ３８ページを、お願いいたします。 

 郊外ということで挙げました。３点挙げてございますけれども、この中で②の空き家仲

介に置ける少額物件に対する報酬とその実務量の格差についてのみお話しさせていただき

たいと思います。 

 ４０ページを、お願いいたします。 

 空き家バンクでは、土地つきの中古住宅でも１００万円以下というような物件もかなり

あるようでございます。安価な物件ほど修繕箇所が多かったり、現地見学の頻度が多くな

るということも聞きしました。トラブルの少ない安定した空き家の利活用には、宅地建物

取引士の存在は不可欠でございますが、一方でその報酬においては少額物件ほど少ない。

手間に合った報酬となっていないという現実があります。宅地建物取引業法の改正による

インスペクションなどとの関係も出てくると思いますが、少額物件に対する報酬額の見直

し、これは必要なのかなと考えております。 

 最後に４２ページをお願いいたします。 

 以上、上田市の取り組みとその課題について申し上げさせていただきました。都市にお

いて不動産の最適利用、また創造的活用、これはまちづくりにおける大きなテーマであろ

うと思っておりまして、行政としても、これらの対応いかんでは都市間の格差にもつなが

ってくると、このように思っております。来年度さまざまな施策を推進されると、このよ

うにもお聞きしました。皆様のこれまでの議論、ご検討に大変敬意を表しながら、具体化、

１つでも前へ進むよう、さらなるものをお願いしたい。最後にやはり情報というのは一元

化して管理する場が欲しい。言いかえれば、情報のターミナル的な仕組みが必要ではない

かということを申し上げて、私からの事例発表とさせていただきたいと思います。ご清聴

ありがとうございました。 

【中田部会長】  母袋様、どうもありがとうございました。大変貴重な、興味深いお話

でございまして、後ほど審議の時間を設けておりますけれども、ただいまのご説明につき

まして、今の段階でぜひお聞きしておきたいということがあれば承ります。 

 はい、それでは丹羽委員。 
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【丹羽委員】  どうも今日はありがとうございます。もしかして聞き漏らしていたら申

しわけないのですけれども、１点確認させていただきます。ＨａｎａLａｂ．ＵＮＮＯとい

う、一般社団法人ループサンパチというところが運営しておられます施設があるのですけ

れども、これを、構成している方々は地元の民間の方だけなのでしょうか。例えば市から

の支援や、金融機関等の支援など、そういったものは受けていらっしゃるのでしょうか。

教えていただければと思います。 

【母袋市長】  １・２号店がすでにございまして、３号店がこのＨａｎａLａｂ．ＵＮＮ

Ｏの街中に設けたものでございますが、当初これを設けるには総務省の関係の補助事業と

いうことで、一部自己負担があってなされました。運営自体も今、純民間で行っておりま

して、我々はアシスタントです。サポート的には、金銭面というより様々なマンパワーの

面で努力させていただいているというのが現実かなと思っております。 

【中田部会長】  よろしいでしょうか。ほかにございますでしょうか。 

 はい、井出委員。 

【井出委員】  様々な興味深い事例のご紹介、ありがとうございました。実際に沢山の

タイプの様々なものに取り組んでいらっしゃるというように拝見したのですが、どのよう

なタイプのものが非常にやりやすくて、どのようなものは非常に難しいといった、何かそ

ういったご感想というのはお持ちでしょうか。 

【母袋市長】  そうですね。やりやすいというのは、市が所有しているものについては、

当然やりやすさはあるのです。一番我々にとってわかりにくいのは、やはり民間の土地所

有事業者の動きです。これをタイムリーになかなか把握でき得ない。何か補助物件的なも

のの対象が出てくれば、「そこはマンションになるのだ」とか、「少し変わるのだ」という

ことはわかるのですけれども。中心市街地活性化の担当課も設けてはおりますが、細かい

ことはやはり裏で動いたり、地権者がやはり家賃を高くしなくては貸さないよとか、様々

な事情というのは裏ではあるので、こういったものが我々の意思どおりにはできないし、

やはり私権というものが重きを置かれるので、やりにくさはそういうところに出てきます。 

【井出委員】  ありがとうございます。 

【中田部会長】  井出委員、よろしいでしょうか。まだ質問がおありかもしれませんが、

後ほど審議の時間を設けておりますので、小林委員、後ほどでよろしいでしょうか。申し

わけございません。 

 それでは母袋様、どうもありがとうございました。 
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 続きまして、ＮＰＯ法人空家・空地管理センターの上田様より、ＮＰＯにおける取り組

みについて説明をお願いいたします。 

【上田事務局長】  こんにちは。ＮＰＯ法人空家・空地管理センターの事務局長で上田

と申します。よろしくお願いいたします。本来であれば代表理事がお話しするのですが、

今日は中国地方整備局のほうで以前から講演を依頼されていまして、そちらのほうに行っ

ているものですから、かわりにお伺いいたしました。 

 まず先に空家・空地管理センターについて簡単にご説明させてください。 

 当センターは平成２５年７月に設立をいたしました。埼玉県所沢市、新宿区西新宿の２

カ所で相談センターを運営しております。主に右側にありますように管理代行、空き家・

空き地の管理をしております。空き家・空き地等の活用の相談、空き家所有者等に対する

啓発の活動、自治体向けのサービスということで、空き家に関するさまざまなサービスを

ワンストップで対応できるように、所有者と自治体の方にご提供をさせていただいており

ます。今現在、全国で北海道から岡山市までありますけれども、管理代行として９１市区

町村で今管理を行っておりまして、活用の相談に関しては全国３５１市区町村を対応エリ

アとしております。 

 次のページをお願いします。 

 管理代行サービスですが、こちらは主に２つございます。まず１つは管理に消極的な所

有者様向けの１００円管理、これは月１００円いただいております。もう一つは管理に積

極的な所有者様向け、先ほど活用が可能な建物がありますという話をしていましたけれど

も、こういった所有者の方が主にしっかり管理するということで、こちらは４,０００円い

ただいております。我々の団体はもともと所沢市が平成２２年に全国で初めて空き家条例

を制定しまして、市で運営してきたのですが、なかなか作業が大変だったり、様々な問題

があって対応し切れないということで相談があります。それでＮＰＯを設立したという経

緯がありますものですから、まず空き家ができることによって非常に隣近所が不安を感じ

られます。要するに火事とか、あと不審者が入ってくるとかいうことで、非常に不安を持

っているということから、それを少しでも不安をなくそうということで１００円管理とい

うことでスタートをしています。これは敷地の外から４カ所、定点で４カ所だけ写真を撮

って、それをメールで月１回所有者に送るということで、目視だけです。それからこのし

っかり管理というのは、約１時間かけてこういう写真にあるような電気関係、水道の確認、

窓の開け閉め、そういったことをきちんとして、隣近所に何かありませんかということで
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声かけをするということを、月１回行います。いずれにしても、空家・空地管理センター

の看板をかけますので、そういった意味では隣近所が非常に安心をしていただいておりま

す。 

 その次なのですが、昨年東京都の空き家のワンストップ相談窓口というのができまして、

昨年１２月１日から、東京都相続空家等の利活用円滑化モデル事業ということで、当ＮＰ

Ｏ法人が指定団体に認定されました。左側の図にあるように、所有者の方は相談窓口のど

ちらへ相談してよいのかわからないという方が結構多くて、そういったことで、東京都の

ほうで相談者等に当ＮＰＯ法人の空家・空地管理センター、東急電鉄、ミサワホーム、こ

の３団体が認定を受けまして、相談に当たっているということになります。先ほどお話で

出ました相続や賃貸、あるいは管理、こういったものの情報提供及び所有者の資産、こう

いったもの等も全て含めて、ワンストップで相談を受け付けています。当然我々だけでは

なかなか難しいので、初期の相談を受け付けた後で弁護士の方、あるいは行政書士、司法

書士、そういう専門家の方とも協力をしていまして、連携をして解決をしていくというこ

とを行っております。 

 次のページをお願いします。 

 空き家の活用の事例なのですが、空き家あるいは空き地は、最終的には売ったり、貸し

たり、直したり、それから壊したりということが出てくるかと思います。その中で、まず

一番左側の事例ですが、埼玉県狭山市に存する極小住宅で昭和４０年代の高度成長期に郊

外にいっぱいできた、土地が約１６坪程度の古い戸建て住宅です。１０年以上前から近所

からクレームが来て、狭山市からも再三、所有者は指摘されていたのですが、なかなか遠

方に住んでいて手が回らないということで、狭山市から当管理センターを紹介されて相談

に見えたということで、ごらんになってわかるとおり、雨どいと外のフェンスが少し斜め

になっているのがわかるかと思います。左側が隣の屋根と屋根、雨どいが少しくっついて

いるぐらい、地盤沈下を起こしています。そういったことで、３、４年ぐらい不動産会社

のほうにもお願いしたらしいのですけれども、なかなか一般のお客さんだと瑕疵担保の責

任を負えないとか、あるいは先ほども出ました少額の取引になってしまうということで売

却が進まなかったので、当方で間に入って協力店と話をしまして、このままの状態で不動

産業者が買っていただきました。この物件は更地になって、ちょうど今地盤の補強工事を

やっている最中で、右隣の方が、今貸していまして、これがもうすぐ出るということです。

そうしたら合わせると３０数坪になるので、共同で売りに出しましょうということで、今
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協力店のほうで動いていただいております。 

 それから真ん中の事例です。これは東京都三鷹市です。三鷹駅から約１０分ぐらいのと

ころですけれども、こちらに関しては戦前の建物ですごく古くて、雨漏りもしていました

し、あとはごらんのように木が鬱蒼としていまして、隣のほうの屋敷にも影響したりして

いました。ただこれに関しても、相続の方が、１人の方は管理も大変なので売却したいと

いうことを言っておられました。もう一人の方は、いずれは売却してもよいのだけれども、

まだ親の思い出とか、自分の思い出がいろいろあるということで、できれば何とか活用で

きないかという話がありまして、後でまたご説明しますけれども、所有者は資金負担をせ

ずにＡＫＡＲＩという形で、これを全部リノベーションをして転貸、賃貸に入れるという

ことで、これも活用できております。 

 それから右側の新潟県燕市の事例です。こちらのほうも実家が相続になって、なかなか

話がつかなくて、兄弟間で話がまとまらなくてずっと空き家の状態ということで、もう本

当に危険な状態でした。私も新潟まで行って見てきましたけれども、非常に危険な状態で

した。所有者の方は隣に住んでいる方です。登記や相続等で相当いろいろもめて、最終的

に一応それが決着ついて売却ということになったのですが、当初の相談ですと、どうも解

体するのに４００～５００万円かかるということでした。地元の不動産業者に聞いたとこ

ろ、更地にしてもらえれば２００万円ぐらいだったら買えるよということで、マイナス２

００～３００万円出てしまうというので、困って当センターに相談に見えたということで

した。当センターでいろいろ協力会社のほうの話をして調べてもらったところ、燕市の土

地が隣接地にありまして、かなり入り組んだ状態ということがあったものですから、燕市

と協議をして、お互いに土地を交換して、それで整形地になったということで、これは逆

にこのままの状態で不動産業者が買って、数字でいうと５００～６００万円ぐらいプラス

になりました。これは市とも協議ができたものですから、市のほうもこれは何とかしたい

というのがあって、かなり積極的に動いていただきました。不動産は、基本的に活用でき

ない不動産というのは少なくて、ほぼほぼ解決はできると思っています。ただ、先ほども

上田市の発表で出ていましたけれども、所有者が思っている値段とか条件で活用ができな

いということがあります。そこも所有者の気持ちの踏ん切りといいますか、それさえでき

れば、納得できれば必ず解決できるものだと思っております。 

 続きまして、「空き家・空き地が増える理由」です。こちらも、我々が相談を受けていて

様々な問題がありまして、まず成年後見制度についてです。所有者がまだ生きているけれ
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ども、認知症とか様々な問題があって成年後見がついているというケースがあります。そ

うなると子供たちは管理の負担は出てきますけれども、それを売ったり、あるいは貸した

りという行為ができないということで、所有者、管理をする子供たちの大きな負担になっ

ております。ですから、そういったことが法的に何とかできないかなということで、例え

ばＪＴＩ（移住・住みかえ支援機構）と協力したものができないかとかいうことを考えて

おります。 

 それから相続の問題です。これは本当に沢山ありまして、遺産分割協議でもめて、もめ

ている間というのはもう確実に放置される状態、もしくは誰か、長男とか、誰か中心にな

る人がとりあえず固定資産税を払ったり、自分で我々に対して４,０００円払ったりという

ことで、誰かが犠牲になりながら空き家のほうを維持しているというのが多いです。平成

２年に相続になって、６人の方が相続でもめて、それで最終的に２０数年たってやっと去

年解決したということもありますので、どうしても相続でもめると空き家の期間が長くな

ってしまう。長くなるということは、結局段々、危険な空き家になってしまうということ

になってきます。 

 それから共有名義。これも同じように複数いる場合はなかなか話がまとまらないという

ことで、この辺もかなり事例としてはあります。 

 それから活用限界地域と難あり不動産ということで、これは所有者の方は何とかしたい

のだけれども非常に難しいということで、地方だったり、あるいは先ほど言ったように１

５～１６坪の土地だったり、再建築不可といって、不適合接道の物件です。こういったも

の等々が多いです。今も三重県の南伊勢町でＪＲの駅から１時間ぐらいの海沿いの街中に、

東京都に住んでいる方が相続を受けたということで、こちらもかなり危険な状態の物件が

あります。ただ、これを解消するためには、やはりどうしても何百万円単位の持ち出しを

しなくてはいけないということで、今相談が来ていまして、調べたところ、やっぱりかな

り厳しい状態です。ただ、空き家バンク等を活用すれば、何とか持ち出しはなくて済みそ

うなので、昨日所有者の方に調査報告書を郵送したところです。したがって、空き家・空

き地の活用の促進には、その活用のきっかけが必要です。それから利用しやすい商品やサ

ービスの開発が不可欠だと思います。 

 それから所有者の選択肢を増やすには、空き家・空き地の活用は非常にハードルが高い

ということで、ハードルを下げる必要があります。皆さんサラリーマンだったり、普通の

方が実家等を相続するということで、それを、例えば何百万円の投資をして貸すとかいう
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のは非常に決断のハードルが高いので、そのハードルを下げるということで、下のほうに

あります商品サービスを提供しております。 

 まず１つはＡＫＡＲＩということで、先ほども三鷹の事例がありましたけれども、こち

らに関しては所有者の方が今は売りたくない、でも管理が大変だということで、都市計画

税と固定資産税の金額で我々の協力店が借り上げるということです。それを借り上げて、

協力店はリフォーム費用数百万円を負担するという仕組みです。それで、３年ないし７年

の定期借家で運用して、投資資金を回収した後、オーナーに戻すということです。オーナ

ーは、それ以降はきれいになった状態というか、貸せる状態の物件を返してもらいますの

で、そこから収益が出てくるということで、お互いにＷｉｎ－Ｗｉｎの関係でやっていけ

るということです。それからあとＡＫＡＲＩＣＰというサービスを提供しています。これ

はコインパーキングです。協力事業者が借りて、そこを解体してコインパーキングとして

運用していくということです。特に東京都の狭い土地であると、これが有効です。あとは、

少しイレギュラーというか、おもしろいケースですけれども、場所のよいところであれば

自動販売機を設置して、我々のほうで空き家・空き地の管理サービスを無料提供するとい

うこともあります。 

 次のページに今お話ししたようなＡＫＡＲＩについて、詳細に書いてあります。これは

非常に入居者の方も喜ばれていますので、もっともっと全国的に増えてくるのかなと思っ

ています。ただ１つ問題なのは、都市部、例えば東京都とか首都圏、あるいは関西、都市

部では家賃がそれなりに見込めますので、何百万円かの初期投資をしても十分に、資金回

収ができるということなのですが、ただ地方に行きますと、やはり建物もものすごい大き

くなりますし、初期投資もものすごくかかるということで、難しいということもあります。 

 では次のページです。 

 あとは「空き家・空き地の発生を抑制する」ということが１つ大きなテーマになります

けれども、まずそれと逆行するようなタイトルで、「宅地需要を増やす」ということを書い

てあります。人口が減っていく中、そこで宅地需要を増やすということで、「えっ」と思う

かもしれませんけれども、これに対しては１人当たりの使用する宅地を増やすということ

も１つの方策かと思います。先ほどの事例でもありました隣地所有者が購入するというこ

とがあります。例えば不適合接道だったり、１４、１５坪の小さな土地を隣の方が買うと

いうことであれば、庭ができたりとか、あるいは１５、１６坪では建てかえはできないけ

れども、３０数坪になればきちんと建てかえができるとか、こういったことが非常に有効
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に機能するのかなと思っています。できればそのときの登録免許税とか不動産取得税、こ

ういったものの減免などを検討できないのかなと思います。それから２００平米超の住宅

用地特例を拡充ということで、今、小規模宅地の優遇の条件が２００平米ということにな

っています。これは東京都、あるいは大都市部であれば、２００平米というのはかなり大

きな土地面積かと思います。しかし、地方では２００平米を超えるものは幾らでもありま

すし、地価が下がってきたということもあって、例えば私埼玉県所沢ですけれども、所沢

でも２００平米を超える敷地もかなりありますので、こういったことで、１宅地の面積を

広げるということが考えられます。 

 これに関しては愛知県の長久手町(現在の愛知県長久手市)というところがありまして、

今から２０年以上前に１宅地の最低敷地面積を５０坪以上ということで規制を設けました。

当時いろいろな反対意見もあったようですけれども、良好な住宅地をつくるということで、

それを二十数年前からやっていまして、それが今となっては活性化した町ということで、

全国３位ということで昨年の日経ビジネスでも取り上げられております。首都圏でいきま

すと、東京都の清瀬市、こちらが５０何位にランクインしています。こちらも当時東京都

下は第一種低層住居専用地域が建ぺい率、容積率がそれぞれ３０％、６０％ということで

非常に狭かったのです。それを今から１０年以上前に建ぺい率を４０％、容積率８０％と

いうことで規制を少し緩和しました。そのときに最低敷地面積の規制を設けようというこ

とで、東村山市とか東久留米市は全部１００平米にしたのですね。それを清瀬市だけ１２

０平米にしています。そういったことで、結果的に良好な住宅地がつくられているという

ことで、ここのところ人気が出てきておりまして、非常にこれは検討に値するかなと思っ

ています。 

 それから事業者による地上げということです。地上げというと言葉は悪いですけれども、

先ほどみたいに１回不動産業者が物件取得をして、その間、例えば駐車場で運用しておく

とか、あるいは空き家を、貸家にして運用しておくということが考えられる。徐々に周り

をまとめていって、それを解消するということも１つあるかなと思っています。 

 それから、最近、二地域居住の促進ということで、別荘ほど大げさなものではなくて、

例えば先ほどの南伊勢町ですと、多分空き家バンクがかなり頑張っていまして、それを見

ますと５０万円とか１００万円の空き家の成約事例があります。購入者の利用目的を聞く

と、日帰りの利用や、休みの日に行って釣りをしたいというようなことで、そういうニー

ズは、１,０００万円、２,０００万円の物件だと厳しいですけれども、１００万円とか、
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そういう物件であれば十分可能性があると思っています。二地域に居住することによって、

当然空き家の管理がきちんとできますし、あとは多少なりともその地域で消費をするとい

うことで、地域にとってもよいのではないかと思っています。 

 それから先ほども出ましたけれども、低価格不動産についてです。これが非常に頭の痛

い問題でして、できれば個人間の取引ができるようなプラットフォームをつくったらどう

かなと考えております。これはある意味宅地建物取引業者の仕事を奪うことになるかもし

れませんけれども、例えば２００万円以下とか、低額物件に限定をして、個人間のプラッ

トフォームをつくるということもひとつでしょう。あとは仲介手数料については、先ほど

も出ました媒介報酬の上限の改正が考えられます。例えば昨年の解決事例で、東京都下で

すけれども、再建築不可という物件がありました。土地が１００平米ぐらいで、１０年以

上隣地の人とずっともめていまして、それで当センターのほうに相談が来たという事例で

した。東村山市のほうから紹介されてきたということで、当センターの担当員が何回も何

回も通って、お互いに話をして、最終的には隣人が買うのが一番よいよということで、半

年以上かけて１００万円で取引をしています。協力会社は、我々の活動に共鳴をして入っ

てくれていますので、これを一生懸命やってくれて、そのときに売り主、買い主、それぞ

れから５万円、合計１０万円の手数料をいただいたということで、当然その労力とか、様々

なことを含めると、全然合わないということでした。この辺はできれば、数字をどこで線

引きするかは難しいことですけれども、例えば１,０００万円以下の取引に関しては３％プ

ラス６万円を上限とするのではなく、例えば３０万円とか５０万円、ある程度上限を上げ

てあげるというような宅地建物取引業法の改正も、ぜひご検討いただければと思います。 

 それから宅地供給を減らすということがどうしても必要になってくると思います。宅地

の非宅地化ということで、先ほどもお話ししました隣地の購入促進、それから賃貸借の促

進、それから行政による不動産寄附の受け付けが必要です。行政の方としては寄附を受け

付けて、その後活用だとか、管理だとか、ハードルは非常に高くて、なかなか難しいこと

があるかと思います。こういったことが出てくるのかなと思います。 

 それともう一つ、宅地の供給抑制ということで、こちらに関しましては１９９６年です

か、東京都心部の建築規制が緩和されたということで、容積率の緩和によって超高層マン

ションができました。都心部のほうに超高層マンションができて、それが地方都市へ波及

してということで、それと関連するかどうかはわかりませんが、２０００年にたしか宅地

開発等の規制緩和ができたというのがあって、各行政で規制緩和ができるということにな
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って、２００６年ですかね、そのころから、例えば先ほどの件でいいますと、鶴ヶ島、坂

戸、それから日高市、川越市等が先んじて、市街化調整区域でも道路の幅員、下水の排水

処理に関する一定の条件を満たすと宅地開発が可能であるという規制緩和がなされました。 

 そのときにどうなったかといいますと、市街地は当然かなり安くなりました。そのかわ

り２００平米以上とか、３００平米以上とかいう規制はありましたけれども。それでも調

整区域にものすごい数の宅地供給ができたということで、どんどん市内の小さな３０坪の

物件から郊外のほうに移ったりしました。郊外といっても、例えば坂戸市ですと、駅から

出て１０分行ったら調整区域に入るのです。ですから、そういったことで調整区域がかな

り安くなったということで、どんどん外に宅地が供給されて、この辺は人口を呼び戻すと

いうことで、それぞれがやったのではじゃないかと思います。これはあまりにも影響が大

きくて、それぞれ２、３年でやめて、今新しい開発ができなくなっていますけれども、た

だ川越あたりはまだ相当数供給が残っているものがありまして、そういったことで１つ問

題になっているかと思います。ですから、そういったことで、都市計画の中でめり張りを

つけるということは非常に大事なことかなと思っております。 

 例えば、国道とか県道沿いに沢山倉庫だとか、様々なものができます。昨日も飯能市の

市役所の方とお話をする機会がありました。市街化区域と市街化調整区域で開発がかなり

規制が緩和されたことで、どうしても外に外に出ていってしまうということですので、今

後は人口が減っていくということを考えると、その辺のメリハリはきちんと、つける必要

があるのかなと思っています。 

 空き家の所有者の方や空き地の所有者の方というのは、先ほど話したように様々な事情

があって、なかなか踏み込めないということがあります。ですからそれについては、我々

も大体、月に今１００本ぐらい相談があります。全国から相談案件がありまして、皆さん

どうしても、例えば６０代、７０代の方が相続を受けるということですので、その方が新

たに自分で投資をして空き家を何とか賃貸に回すということは非常に難しいということだ

ったり、いずれにしても相談が３０分、４０分におよび電話の対応が大変ですけれども、

少ない人数で何とか頑張っています。 

 ただ、空き家の所有者の方は、自分が空き家を持っているという意識が非常に少なくて、

空き家ではなくて、実家という感覚なのです。ですから、我々の感覚とその本人の意識が

非常に乖離しているというのが１つ問題としてあります。あと空き家がどういう迷惑をか

けているかというのは、あまり認識もしていらっしゃらないということで、今後、空き家



 -24-

の所有者の方たちに対するＰＲというか、周知の方法が非常に大事なのかなと思っていま

す。 

 以上です。ありがとうございました。 

【中田部会長】  上田様、どうもありがとうございました。大変有益なお話を承りまし

た。 

 それでは、ただいまのお話も踏まえまして、意見交換を行いたいと思います。母袋様、

上田様、あるいは不動産業課に対するご質問も含めまして、空き家対策を進めていくに当

たりまして、課題や取り組みの方向性について、皆様のご意見ございましたらよろしくお

願いいたします。 

 それでは齊藤委員、それから小林委員、それから唯根委員の順番でお願いいたします。 

【齊藤委員】  大変有意義なお話をありがとうございました。お二方のお話を聞いてい

て、やはり行政がしっかり都市計画とか、まちづくりの方針をつくって、その中でできる

だけ民間ベースで流通していくことが重要だと感じました。言いかえますと行政の負担を

少なく、補助金をかけず回っていくような社会の制度がどういうふうに構築できるのかな

と思っておりまして、そういう意味で上田市長に質問があります。まず１点目なのですが、

空き地・空き家の対応について、様々な事例がありましたが、市の中でどういう対応、体

制をとって取り組まれたのでしょうか。空き家対策というのはなかなか市でポジションが

ないので、いろいろな部署がご担当されると思います。お話を聞いていますと、都市計画

とか雇用の問題とか、それから商業など、いろいろな部署と連携する中で、それが連携す

るからうまく実現していくということがあると思います。どういう部署、体制で取り組ま

れたのか。ケース・バイ・ケースであるのかというようなところも含めて、教えていただ

けたらと思います。 

 ２点目は資料２の２２ページの事例についてです。空き家をうまく活用していくのは、

マネジメントの主体がすごく重要だと思うのですが、例えば２２ページの事例は、誰が所

有している物件を誰がマネジメントされているのでしょうか。まちなかキャンパスうえだ

が紹介されていますが、そこら辺がわからなくて質問致します。所有者とうまく話して利

用をどう促進していくかというのは、誰かマネジメント主体になるかということがすごく

キーになると思うのですが、ここではどういうような方がマネジメントをされていたのか

ということを教えていただきたいと思います。 

 ３点目、空き家バンクのご紹介が、国からもございました。全国に広がっていると思う
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のですけれども、行政がかかわる空き家バンクについては、一般の国民の方からしたら、

行政のホームページに入っていってクリックする住宅は全部安全な気がすると思います。

そこで、行政がかかわられるときに登録される物件に何か条件はつけられていますか。例

えば耐震性をクリアできているとか、違法建築物ではないとか、何か条件があるのでしょ

うかということでございます。 

 以上３点でございます。 

【母袋市長】  わかりました。齊藤委員の質問に回答いたします。どうも専門用語が飛

び交いましてすみません。少しＨａｎａLａｂ．ＵＮＮＯのことについて一言追加したいと

思います。上田市はマンパワー的な支援だけ行っていると申し上げましたけれども、この

場ではママさんたちのスキルを上達させる教育をしながら、例えば在宅でパソコンだとか、

そういうものを使って仕事ができる、そういう教育をしてくださっているので、我々から

は小口ではございますけれども、統計的なものとか、そういうものに関する仕事を委託し

ています。 

 今のお話でございますが、空き家対策も、自治会からは４、５年前から、近くに空き家

が大分増えてきたという問題提起がありましたけれども、私自身は私的物件に対してどう

やって対応できるのかということで、実は真剣に検討をしていませんでした。そういう中

で国の動きもあり、法律ができ、さらに社会のほうも空き家・空き地に対しての関心が高

まってきた中で、これはやはり上田市としても取り組もうということで、最近始めたとこ

ろでございます。担当課は１つの課というよりシティプロモーション室というのを、「真田

丸」があっただけにつくったのです。その中で３つの事業を行っていますけれども、その

うちの１つにこの移住・定住政策の中での空き家対策を位置づけて始めたということもご

ざいました。新年度からは、さらに移住・定住も大きな課題になってきたり、実績が上が

ってきたものですから、課に昇格をさせてきちんとした体制を組もうということで、これ

から取り組んでいきたいと思っております。 

 それから２つ目のまちなかキャンパスのマネジメントということでございましたが、こ

れは市が設置して民間の空き店舗を借り上げたということでございます。そしてその所有

者も大分安く、そういう心で提供してくださったので我々が借り上げられたということで

す。あとそのマネジメントですが、長野大学に中心になっていただきまして、それで他の

３大学との連携、そして社会人との連携、そういったものを図ってもらうということで、

マネジメント主体をそこに置いております。 
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 最後の空き家バンクの登録物件に条件があるかということでございます。市と宅地建物

取引業協会で現地確認をまずさせていただくということに加えて、そして物件の程度、内

容、修繕の必要性、あるいはインフラ接続の有無、所有権の状況、そういったものを確認

させていただく中で、厳格にどこまで線引きしているかわかりませんけれども、登録でき

るできないの判断を、やはり宅地建物取引業協会がしているというところがみそかなと思

っております。 

【齊藤委員】  ありがとうございます。 

【中田部会長】  ありがとうございました。 

 それでは小林委員。 

【小林委員】  全宅連、小林と申します。少しわからないところがありましたので、ご

質問させていただきます。 

 まず上田市長に、社会動態数で少し棒グラフは上がってきておりますが、この流入され

た方々の年代層というのがわかったら教えていただきたいのが１つです。また、一番気に

なるところですが、宅地建物取引業者の報酬額の問題です。私どもは連合会なものですか

ら、特に地方から報酬額の問題については、１０年以上前から様々な要望が上がっており

ました。これについて、地元の宅地建物取引業協会と報酬についての話し合いなどされて

いるのかどうか、その辺の実態をお聞かせいただければお願いしたいと思います。 

 それから空家・空地管理サービスの上田様に質問です。空き家管理のときに、例えば介

護施設などに入居されてしまっていて、家財とかがある場合には、その辺の管理について

どのようなお気遣いをされているのか、それを１つお聞きしたいと思います。 

 以上です。 

【母袋市長】  それでは、私には２つ質問がございました。社会動態の中での年代層な

のですが、実は市民課で転入・転出について様々登録、事務手続がされますけれども、今

まではアンケートもしていない状況で、中身がわからないというのが現実でございます。

年代層だけではなく、なぜ上田にお越しいただいたのかという、私権的なところにプライ

ベートに立ち入ってしまいますが、答えていただく方にはアンケートで答えていただきた

いということで、これから進めていく予定にしておりますので、ご理解ください。 

 それから報酬についても、低価額物件の報酬というのは常にやはり課題になっていると

いうことでございます。詳しいことはわかりませんが、成約に結びつけばそれなりに我慢

してもらっているというのが現状ですね。それから成約に結びつかない場合は、報酬の中
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から５,０００円拠出してもらうとか、かなり業者として泣いていただいている部分が多い

ような現状がございます。 

【上田事務局長】  介護施設等に入居者がいて、家財がそのまま置いてあるという状況、

これは現実にあります。実はこのサービスを始めるに当たって、我々が丁度ＮＰＯの申請

をしているときに、所沢市役所の職員と一緒に国土交通省の当時の担当者の方と打ち合わ

せをする機会がありました。そのときに、その担当の方が非常に管理サービスのトラブル

が多いと言っていました。例えば兄弟が何人かいるのに１人から鍵を預かって管理してい

るということがあります。違う人が現場に行ったら、その管理している会社がいるという

ことで、私は頼んだ覚えがないということでトラブルになったりとか、そういうのがある

のでということの話をお聞きしました。実はこれを我々はマニュアルをかなりつくってい

まして、その管理を受託するに当たって、所有者、全員の同意がないと受けません。それ

と受けるときに必ず物件の内覧をします。物件の内覧をして、全部写真を撮ります。そし

て、リストをつくって、その上で管理を受けるということで、基本的に、たんすだとか、

そういうものは置いてあってもよいのだけれども、例えば貴重品、あるいは当然お金など

は全部出していただいて、我々はそれを全部写真を撮って、保管しておいて管理をすると

いうことをさせてもらっています。 

【小林委員】  ありがとうございました。 

【中田部会長】  ありがとうございました。 

 それでは唯根委員。 

【唯根委員】  ありがとうございます。日本消費者協会の唯根と申します。国土交通省

と、それから今日お越しいただいた上田市長に、ご質問と少し意見を言わせていただきた

いと思います。 

 空き家対策については、消費者にまだ情報が一番流れていないということで、資料を拝

見したところなのです。消費者庁が消費者安全法を平成２６年に改正して消費者安全確保

地域協議会というのを全国の自治体でつくっていただいて、消費者が安全で安心して暮ら

せる地域を目指していく施策を行っています。たまたま昨日、長野でこの地方消費者行政

フォーラムというのがありました。私、ちょうど参加させていただきまして、上田市の方々

も参加されていて、先ほどの事例の紹介も聞いたのです。「場の提供」という形で、空き家

を有効に使わせていただいた事例として取り上げられたのですが、今、この消費者安全確

保地域協議会の中で、高齢者の見守りネットワークというのが全国的に広がっています。
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空き家対策については、資料１－２の１ページ所有者情報の活用のところで、まず、高齢

者がどういう家に住んでいるか、それからそれを将来どうしようかというところも考える

ところから入っていかなければいけない問題だと思うのです。今元気な高齢者、介護が必

要な高齢者の見守りだけではなくて、元気なうちから「終活」という言葉も流行ってきて

いるように、いろいろ取り組もうという高齢者の方たちが市民運動で動き出しています。

それで、「場の提供」のような形で、空き家対策の部分を支援していただくところからも入

っていけると思いますし、昨日のフォーラムでも沢山意見が出たのは、やはり福祉協議会

や高齢者の方々の今の状況を把握するところから入っていっていただくというのが重要だ

と思いまして、国土交通省の方々に、資料１－２の４ページで地域関係者の連携による流

通、利活用の促進の提案もしていただいているので、ここでも不動産団体等を支援されて

いる、したいというように記載してあるのですが、これに加えて市民団体や行政機関にそ

ういう支援をするように促していくことにも、使えるようにしていただきたいですし、不

動産業団体にもこういうものを利用して、逆に消費者との接点をつくっていただく機会に

していただけるのではないかと、強く思いました。 

 それで、この後のクラウドファンディングや何かの提案もいただいているのですが、消

費者が一番心配するのは個人情報の扱いと、それからこういう投資に関してのリスクです。

これについての不安が非常に大きいので、どこの誰が行うという主体や、行政の支援や応

援の上で行なう条件などを事前に公表し、「健全なものである」、「安心できるものである」

ということをまず情報提供していただく手だてとしても、この地域協議会を参画させてい

ただきたいです。ぜひ、国土交通省の補助金というのでしょうか、予算をつけていただく

のであれば、消費者庁とも共同してほしいです。消費者庁も地方消費者行政活性化に３０

億円予算要求していると伺っています。それが地方自治体によって利用されていないのが

課題だと思います。 

そこで、失礼ですが上田市長に伺いたいのですけれども、この消費者庁の推進する消費

者安全確保地域協議会についてはご存じでしょうか。最後の質問で申しわけないのですが、

伺っておきたいところです。先ほどご紹介の取り組みをなさっていらっしゃる自治体で、

果たしてこういう消費者行政についてのご関心も持っていただけているのかを確認させて

いただいて、今後の連携を、ぜひ図っていただきたいと願っております。 

 以上です。 

【中田部会長】  では、不動産業課のほうから、まずお願いします。 
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【中田不動産業課長】  今、唯根委員からいただきました話、全くそのとおりでござい

ます。地域の協議会だけではなくて、役所間の連携については、「見守り」の取組を実施し

ている厚生労働省や消費者庁とも連携してまいります。霞が関の垣根をとりながらという

ことで、最近は普段から様々な点について接触して話をしているのですけれども、特に今

の唯根委員のお話でありました消費者安全のための地域の協議会、それから厚生関係でい

いますと居住支援協議会、様々な協議会で「見守り」、その他のサービスを含めた形で地域

の各団体、福祉団体、あるいは宅地建物取引業会、自治体まで連携が進んでいるところで

ございます。それを横に広げながら、ネットワークを張って様々な情報が回り、人ともの

がきちんとめぐり合うように、推し進めたいと思っております。 

 本日ご紹介いたしました予算については、不動産業課の予算でございましたので、どち

らかというと宅地建物取引業界を意識した説明になっておりますが、その辺は唯根委員の

ご指摘を踏まえまして、きちんと連携をとりながら、横に広がるように進めてまいりたい

と思います。 

 以上でございます。 

【母袋市長】  まさに今お話あった消費者にとっての安全とか安心が重要であり、これ

はよく消費者庁というと、我々すぐイメージするのは、消費財なり、あるいは機器です。

電気機器など、そういったものの安全性というものがあるのですが、不動産においてのこ

のようなものというのはまさに新しいものなのだなと、このように思っておりながら、今

お話のあった安全確保に係る地域協議会については、すみません。存じ上げておりません

ので、勉強させていただきたいと思います。 

【中田部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは井出委員。 

【井出委員】  大きく３点あります。まず第１点としては、この不動産部会で何を話し

合っていくのかという方向性に関してです。本日の資料と、いろいろお話をお伺いします

と、資料１－２の１ページのところで、様々な切り口と様々なやり方、いろいろな方が参

加されていると思うのですが、私から今日拝見すると、この部会ではＤのマッチング・仲

介機能あたりを想定されているのかなというように感じています。情報とかマッチング機

能を高める手段のツールとして、先ほどご回答されましたような宅地建物取引業法を中心

に、施策を組み立てていって、横縦の連携を深めていくというスタンスが、この不動産部

会の方向性ではないかなと思ったのですけれども、それでよいのでしょうかということの
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質問が１番目です。 

 ２番目として、空家対策特別措置法の関係なのですが、空家対策特別措置法、本日のお

二方の事例のご発表では、空家対策特別措置法との関係があまりよくわかりません。空家

対策特別措置法ができて非常に区市町村ごとに様々に努力されていると思うのですが、そ

れがどの程度進んでいて、どのような課題があって、空家対策特別措置法として直さなく

てはいけないところ、あるいは追加しなくてはいけないところはどうなのかという検討が

必要と思うのですけれども、それについての話し合いはどこで行われるのでしょうかとい

うのが２点目です。 

 ３点目は細かいことなのですが、先ほど空家・空地管理センターの発表で、東京都のモ

デル事業などもご紹介いただいて、上田市の空き家バンクのところでもあったのですけれ

ども、空き家関係のこういったものというのは、区市町村単位で行われます。上田市の空

き家バンクでは、非常に様々な方々の公平性ということをわざわざ書いていらして、非常

に分担もきちんとされていると思います。逆に区市町村をまたいだ空家・空地管理センタ

ーのような、全国をまたぐような横断的なプレーヤーとの役割の分担等はどうなるのかと

いうことをお聞かせください。さらに言うと、例えば所有者は空き家バンクに登録したら、

ほかは相談してはいけないとか、そういうふうな縛りはないと思うのですけれども、そう

したときに、空き家バンクで相談していたけれども別のところからお話があったら、「そち

らにお願いして売ってしまいました」というような事例、あるいはメンバーになっている

宅地建物取引業者が、他業者・団体と連携する場合、極端な話、利益相反のようなことが

よくわからないのです。民民同士の関係だったり、民と公の役割というようなところが少

し気になるところです。 

 以上です。 

【中田部会長】  ３点ご質問いただきましたが、特に第１点は国土交通省に対するご質

問だと思いますので、全体についてご回答いただきまして、あとお二方から関連するご発

言を頂戴したいと思います。 

【中田不動産業課長】  国土交通省からでございます。空き家対策は、住宅局、土地・

建設産業局、様々な部局にまたがるので、今井出委員ご質問いただきましたので整理させ

ていただければと思います。 

 本不動産部会は、私ども不動産業課で担当させていただいておりますけれども、住宅局

もあわせて検討してまいります。特に空き家に関しては両局、あるいはほかの局にもまた
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がることはあるかと思います。井出委員がおっしゃったように、不動産業は宅地建物取引

業法という世界から見ますと、資料１－２のマッチング・仲介機能などというところが中

心になってくるのですけれども、この１枚紙をつくるときも住宅局と大分相談したのです

が、空き家対策について何が特効薬かというのはなかなか難しいところがございまして、

私どもも様々悩みながら、ここはこうしたほうがよいのか、どうしたほうがよいのかとい

うので、様々な施策を考えながらやっているところでございます。先生方の大きな目で、

もっとこうしたほうがよいのではないかというところを、マッチング・仲介機能以外のと

ころも含めまして、ご意見賜ればと思っております。 

 ２点目、井出委員からご指摘がありました、今空家特別措置法をやっている中での問題

点の洗い出しについてです。これについては主には、住宅局のほうで、今、市区町村のほ

うにアンケートのような形式で、施行されて１００近く計画をつくっていただいている。

この過程の中で、どういう形で自治体は思われているのかというのを私ども今並行して整

理中でございますので、それを踏まえながら、また場面場面でご相談、ご意見賜りますよ

うに努めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

【中田部会長】  それではお二方からお願いします。 

【母袋市長】  では最初に私からですかね。お隣におられる上田さん、姓が上田さんで

大変親近感を覚えております、先ほどから。うれしく思っておりますが、お聞きしていて、

これから上田市としても、今はまだ始まったばかりで市内のそういう物件しか対象にして

いませんけれども、今後やはり情報というのは飛んでいますので、そういったもので様々

な使い方があるのかなということを感じましたので、もしかしたらこういったセンターと

の連携というのも発展的にあり得るかもしれない。けれども、上田市として全国からの情

報というのはとても難しいだろうなと、このように思っていますので、ＮＰＯの役割は大

きいかなと感じました。 

 それからあと、登録してからの話というのもございました。これは地権者にしろ、宅地

建物取引業者にしろ、１つはやはりモラルというのが重要です。モラルの問題で、商売上

ですから様々なケースが出てくると思いますので、そこのところは紳士的に宅地建物取引

業協会とのやりとりもしながら、あるいは所有者の登録の際も様々な、そういうモラル低

下がないような話を申し上げながら、システム運用に努力していかなくてはいけないと、

思っております。 
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【中田部会長】  ありがとうございました。上田様。 

【上田事務局長】  はい。空家特別措置法に関しては、これができたということで、先

ほどちょっとお話ししました所有者の方に対する喚起というか、その１つのきっかけには

なっているのかなと思っています。 

 あとは我々が連絡をとり合っている自治体の方についてです。これに関しては、空家特

別措置法の中身そのものを国土交通省のほうでは基準をつくるとなっています。各自治体

のほうで調査、これをきちんとしなさい、管理をしなさいということになっているもので

すから、正直なところ、自治体のほうは完全に負担が重いということと、何をどうしてよ

いかよくわからないということで、基本的に、語弊はあるかもしれませんが、余計な仕事

が来たというのが現場サイドでは非常に大きいです。我々は各自治体の、例えば市長、町

長の方からもお声がかかって、来てくれということでお邪魔していろいろ話をした上で、

現場の課長さんと、あとは打ち合わせをしてくださいと言われたときに、現場サイドはな

かなか、そのうち検討するみたいな話が結構あって、なかなか動きが鈍いというのが現状

です。特に危険な空き家を解体除去するものの基準がなかなか、現場の人間からすると、

もう少しきちんと決めてほしいという意見が我々の耳には非常に入っているのが現状です。 

 それから、あとは空き家バンクとＮＰＯ、宅地建物取引業協会とのすみ分けの話ですけ

れども、我々の場合はＮＰＯ空家・空地管理センターが全国からの相談を受付して、先ほ

ど少し話したように北海道から兵庫県まで、協力店ということで不動産業者と業務提携を

しています。もともと行政の依頼からスタートしていますので、我々独自に、さっき言っ

たノウハウというか、管理を受託するためのマニュアルをきちんとつくったり、これは全

部全国同じ条件で、例えば隣の町では管理を受託したのに、こちらではやらないとなると

少しおかしいということで、そういうのを全部きちんしています。また、協力業者と提携

するときにある基準を設けていまして、やりたいというところを全部受けているわけでは

ないです。事業計画や、その会社の決算など、様々なものを出していただいて、今までも

何件か、お断りさせていただいたりしています。そういったことで、モラルというものを

きちんと確保しようということが１つです。あとは空き家バンクでは、実際に動くのは不

動産業者、協力店です。地方ですと、先ほどみたいに取引価額が、何十万円、、あるいはた

だでもよいから引き取ってくれというのがあります。これは仕事にならないということで

すが、いろいろ調べてみますと、例えば先ほどの南伊勢町なのですけれども、空き家バン

クの取組を結構しっかり頑張っていまして、そういう難しい物件や、低価格物件の成約数
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は空き家バンクが圧倒的に多いです。問い合わせもかなり来ていますし、そういった意味

では、空き家バンクと我々が連携をしていくというのは非常に大切かなと思っています。

昨日調査報告書を郵送しましたという話をしましたけれども、地元の宅地建物取引業者に

も何社か聞きましたが、とてもではないけれども扱えないということで、みんなただでも

要らないということも言われました。ただ、空き家バンクですときちんと５０万円などで

も成約、事例があったのです。不動産業者ではなくて、空き家バンクのほうに登録された

らどうですかという話はさせていただきました。そうすれば、少なくとも持ち出しなしで、

費用が多分ゼロでもいけるかもしれませんという話は差し上げました。その辺のすみ分け

というのはお互いに必要なのかなと思っています。 

 以上です。 

【中田部会長】  ありがとうございました。ほかにご意見、ご質問はございますでしょ

うか。熊谷委員と森川委員お願いします。時間がそろそろ迫っておりますので、少し手短

にお願いいたします。 

【熊谷委員】  ありがとうございます。熊谷でございます。手短に２点だけ教えていた

だければと思います。 

 １点目が、上田事務局長に教えていただければと思うのですが、資料３の６ページで最

終的に活用できない不動産は少ないのだとご説明がありました。思っている条件で活用で

きない不動産が多いのだということなのですけれども、なかなか条件面を含めて、そうい

うこともうまくマッチングしないのだというのがあるのだと思うのですが、例えば上田事

務局長の感想的なもので構わないのですけれども、こういうことに積極的に関与してくれ

るような仲介業者の方、ないしは宅地建物取引業者の方が増えてきたというようなことに

なった場合には、ここの活用の仕方のアイデア出しも含めてなのですが、進むことになる

のかどうか、そういう感触をお持ちなのかどうかというのがご質問の１点目になります。 

 それから２点目なのですが、こちら今度は上田市長に教えていただきたい点です。私昨

年の夏、真田ドラマ館のところに行きました。中心市街地を歩いたのでカウントされてい

るかもしれません。移住や住みかえの取り組みというのは、それぞれの地方公共団体でさ

れていることで、非常におもしろい取り組みだと思うのですが、これについては最終的に

は人口が減っていく中ではゼロサムの世界といいますか、要は日本国内での競争の話で、

全体として需要が増えるという話ではないかと思うのです。需要が増えるというほうの取

り組みとしては、例えば業を創るほうの創業支援の問題とか、それから観光需要をどう取
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り込むかということが重要になってきます。要するに観光で来た人に、空き家を、例えば

民泊に利用するといったようなことも含めてですけれども、様々な形で空き家を、提供し

ていくということを考えることというのは非常に重要だと思うのです。そういった需要を

増やすという方面に、例えば創業支援、観光支援といったようなもののところに、宅地建

物取引業者の方というのは入っているのかどうかというところに、単純に興味があります。

私はそこに参加したほうがよいのではないかなと思っているのですけれども、上田市のほ

うで何かそのような取り組みをされている例があったら教えていただければと思います。 

 以上です。 

【中田部会長】  時間の関係がございますので、ここで森川委員からもご質問を出して

いただけますでしょうか。 

【森川委員】  空家・空地管理センターの上田事務局長に１つご質問と、あと意見がご

ざいます。なかなか物件価格が低く、手間暇かかるものについてはやはりＮＰＯの活動と

いうのは重要だと思いますし、極めて現実的な活動をされていると思うのですが、どうい

う基盤でＮＰＯ活動が成り立っているのか。空き家の所有者からの管理費だけでは厳しい

と思います。どういうことで成り立っているのか。あとさらに何か支援が必要であれば、

どういうものがあるのかということがご質問の１つです。 

 あと意見としましては、やはり人口が減り、世帯数も減っていく中で、根本的な解決の

１つとして需要を増やすということがあげられます。これもご提案いただいているところ

ですけれども、そうした中で、例えば２地域居住は住宅ローン減税の２項目には、現在は

適用になっていないというような制約もございますので、そうした検討もお願いできれば

と思います。 

 以上です。 

【中田部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、まず上田事務局長、お二方からのご質問にお答え願いますでしょうか。その

後、母袋市長、お願いいたします。 

【上田事務局長】  まず低利用の宅地建物取引業者の件です。こちらのほうは、先ほど

お話ししましたように全国でいろいろな活用事例、相談事例がありますのでそういった解

決事例を協力業者で共有していくということで、その都度その都度情報を交換したり、あ

るいは全国の集まりのときにそれをまたやったりということで、解決事例を共有していく

ということで広がっていくのかなと思っています。 
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 それからどうしても費用の問題が出てきます。あとはＮＰＯの運営基盤というようなこ

とも出てくるという先ほどのご質問ですけれども、これに関しては、我々ＮＰＯのほうは

初期の相談については、これは電話相談の受付のみです。先ほどの３００数市区町村の中

であれば、協力業者のほうへ連絡をして、そこで調査はしてもらうということです。その

上で、扱い可能かどうかということを確認しています。残念ながら今対応ができないもの

ですから、対応外のエリアについてはお断りをして、空き家バンク等をご紹介していると

いう状況です。したがってに調査費用は、我々が負担しているというよりも、協力業者が

負担してやっております。また、運営基盤については、例えばセミナーも、おかげさまで

様々なところからあります。また、東京都の認定も受託しましたし、空き家・空き地に関

するコンサルティング業務も行っております。こちらのほうも何カ所かから受託をしてお

ります。さらに加盟店の、管理の端末、ノウハウを全部開発していまして、そういった端

末の使用料もいただいていますので、そういったもので運営をしていくということで現状

やっております。 

 以上です。 

【中田部会長】  お二方の委員、よろしゅうございますでしょうか。では熊谷委員。 

【熊谷委員】  協力業者の方の間でいろいろな情報を増やしつつということなのですけ

れども、協力業者の絶対数が増えることというのは、このプロジェクトにとって意味があ

ることなのか、ないのかという、そういうようなご感想をいただければと思ったのですけ

れども。 

【上田事務局長】  もっともっと協力業者が増えていってくれると、おそらく全国で対

応できるようになると思いますので、一番ありがたいことです。 

【中田部会長】  それでは母袋様、お願いいたします。 

【母袋市長】  需要増、仕事をつくったり、交流人口を増やしたり、創業、起業、これ

は大きな、今全国的なテーマの地方創生です。どこも頑張っているのだと思います。あと、

フルーツになるのかどうかというのは、様々な時代背景とか、歴史もあったり、自然的な

ものもあったりするので、いろいろなことがミックスされているわけです。そういう中で、

私どもは宅地建物取引業界をもっといろいろな場で、起用していこうと考えています。今

までは都計審(都市計画審議会)とか、そういう場でしかメンバーとして組み入れてなかっ

たというか、起用していなかったと思います。したがって、今お話のあったように広くそ

の情報を知ってもらう、それに仕事がかかわってくるという視点においては、今のお話の
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ように宅地建物取引業界のメンバーにもいろいろな場に加わってもらうということを今日

の発見として、また認識させていただきたいと思います。 

 先ほども社会動態の中で年代層という話がございましたけれども、上田事務局長もお話

がございましたが、最近の傾向は、結構２地域居住というのが増えているということを業

者から聞いておりまして、上田市でも新年会である業者から、昨年だけでも６件、２地域

居住の方をうちで受けさせていただきましたとお礼を言われたのです。私にお礼を言われ

ても何かピンと来ないのですが、ありがたいことです。「その方は要するに６０歳を超えた

リタイア組？」と聞いたら、いや、そういう方もいるけれども、結構若い夫婦、子供がい

るいないにかかわらず２地域居住をするということです。子供がいる場合は子育てをしな

がら、週末、田舎に行って自然に触れて、伸び伸びとするのが目的のようです。子供いな

い場合はそれなりに可処分所得があるわけですから、ぜいたくができるということで２地

域居住も増えているという話もお聞きしました。 

 いずれにしろ情報は広く、様々な場で共有していくことが大事だと、このように思って

おります。 

【中田部会長】  ありがとうございました。もう時間が来てしまっているのですけれど

も、どうしてもということであればお一方ぐらいはと思いますが。 

 それでは小林委員のご質問で、最後にさせていただきます。 

【小林委員】  セーフティネットのことでもよいですか。 

【中田部会長】  セーフティネットのことは、よろしいですか。 

【中田不動産業課長】  はい、大丈夫です。 

【小林委員】  資料１－２の最後のページなのですけれども、住宅確保要配慮者向け賃

貸住宅登録制度というのがあるのですが、実はセーフティネットの委員会もこの同時間に

なってしまったので、そちらに出られなかったものですから一言。住宅確保要配慮者の入

居を拒まない賃貸住宅がどういうものなのか、少しお聞きしたいと思ったのです。担当が

違うのですかね。これは逆に、オールマイティーの賃貸住宅というのは、賃貸には貸し主

がいるわけですから、なかなかあり得ないのかなと思います。貸し主によっては、こうい

う人は嫌だよとか、いくら私どもが口説いても了解していただけないことがあります。空

き家対策の一環として、例えば高齢者世帯に限定したとか、あるいは子育て世帯に限定し

た住宅というのもあってよいのではないかと思うのです。だからこういうように書かれて

しまうと、全ての人を全部受け入れていかなくてはいけないのかなというような気がした
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のですけれども、おわかりにならなかったらまたどこかでお願いします。 

【中田不動産業課長】  また別途ご説明いたしますが、セーフティーネットについては

全て空き家のためというよりかは、今ある賃貸住宅を有効活用させていただきながら、一

定的に高齢者の方や低所得者の方は、入居拒否に遭う場合もあるので、そういう方々の入

居をきちんとしていただくかわりに、行政的にも様々な支援をするという、そういう全体

の枠組みをつくった制度を、ご提案しているところです。それは小林委員がおっしゃるよ

うにこの不動産部会と同じ時間の会議でやっているのですけれども、また後ほど、この審

議はきちんとご説明申し上げたいと存じます。 

【小林委員】  お願いします。 

【中田部会長】  まだご意見、ご質問おありかと存じますけれども、時間がそろそろ迫

っております。今日は上田市の母袋市長、ＮＰＯ法人空家・空地管理センターの上田事務

局長から非常に貴重なお話を伺いまして、大変有意義でございました。改めてお礼申し上

げます。ありがとうございました。 

 それでは、このあたりで本日の審議は終了とさせていただきます。 

 事務局から連絡事項がありましたら、よろしくお願いします。 

【中田不動産業課長】  はい、ありがとうございました。 

 次回の不動産部会でございますが、引き続き本日のテーマであります空き家等への対応

についてご審議いただく予定でございます。詳細につきましては委員の皆様に追ってご連

絡をさせていただきます。本日お配りいたしました資料につきましては、大部分厚目にな

りますので、席に置いていただきますれば、後ほど事務局より送付をさせていただきます。 

 本日は長時間にわたるご審議、まことにありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


